
ア　選挙区

うち代理記載による投票者
（法49条第3項該当者）

北 区 28 8 304 － 54 18 1 － － － 412

都 島 区 51 3 313 － 22 19 1 － － － 408

福 島 区 18 2 155 － 31 6 1 － － － 212

此 花 区 23 0 282 － 2 12 0 － － － 319

中 央 区 12 7 182 － 33 6 0 － － － 240

西 区 16 8 317 － 43 7 0 － － － 391

港 区 20 5 329 － 21 10 1 － － － 385

大 正 区 21 4 364 － 5 8 1 － － － 402

天 王 寺 区 42 2 274 － 3 8 1 － － － 329

浪 速 区 4 11 189 － 11 6 2 － － － 221

西 淀 川 区 33 5 381 － 5 29 5 － － － 453

淀 川 区 52 9 586 － 91 28 5 － － － 766

東 淀 川 区 78 1 605 － 0 30 4 － － － 714

東 成 区 14 1 275 － 28 9 2 － － － 327

生 野 区 25 2 455 － 24 20 4 － － － 526

旭 区 31 6 378 － 11 25 4 － － － 451

城 東 区 34 7 501 － 44 24 2 － － － 610

鶴 見 区 28 11 312 － 27 24 4 － － － 402

阿 倍 野 区 27 16 426 － 37 24 2 － － － 530

住 之 江 区 35 5 569 － 22 18 6 － － － 649

住 吉 区 36 7 688 － 30 32 4 － － － 793

東 住 吉 区 27 4 546 － 14 26 2 － － － 617

平 野 区 41 6 785 － 12 56 3 － － － 900

西 成 区 36 1 601 － 14 10 2 － － － 662

計 732 131 9,817 － 584 455 57 － － － 11,719

郵便等による不在者投票者
（法49条第2項該当者）

南極投票
（法49条第８項該当者）

国外不在者投票
（法49条第４項該当者）

洋上投票
（法49条第７項該当者）

交通至難の島その他の
地で総務省令で定める地
域に居住又は滞在する
者
（同第４号該当者）

自己の属する投票区のあ
る市区町村の区域外に
居住する者
（同第５号該当者）

（９）不在者投票事由別不在者投票者数

計区 名

職務若しくは業務又は総
務省令で定める用務に
従事する者
（法48条の２第１項第１号
該当者）

（左記以外の）用務又は
事故のためその属する投
票区の区域外に旅行又
は滞在する者
（同第２号該当者）

疾病、負傷、妊娠、老
衰、身体の障害のため
若しくは産褥にあるた
め歩行が困難である者
又は刑事施設、労役
場、監置場、少年院若
しくは婦人補導院に収
容中の者
（同第３号該当者）



イ　比例代表

うち代理記載による投票者
（法49条第3項該当者）

北 区 28 8 304 － 54 18 1 － － － 412

都 島 区 51 3 313 － 22 19 1 － － － 408

福 島 区 18 2 156 － 31 6 1 － － － 213

此 花 区 23 0 282 － 2 12 0 － － － 319

中 央 区 12 8 181 － 33 6 0 － － － 240

西 区 16 8 315 － 43 7 0 － － － 389

港 区 20 5 328 － 21 10 1 － － － 384

大 正 区 21 4 364 － 5 8 1 － － － 402

天 王 寺 区 42 2 275 － 3 8 1 － － － 330

浪 速 区 4 11 189 － 11 6 2 － － － 221

西 淀 川 区 33 5 382 － 5 29 5 － － － 454

淀 川 区 52 9 584 － 91 28 5 － － － 764

東 淀 川 区 78 1 605 － 0 30 4 － － － 714

東 成 区 14 1 273 － 28 9 2 － － － 325

生 野 区 25 2 454 － 24 20 4 － － － 525

旭 区 31 6 379 － 11 25 4 － － － 452

城 東 区 34 7 501 － 44 24 2 － － － 610

鶴 見 区 28 11 311 － 27 24 4 － － － 401

阿 倍 野 区 27 16 427 － 37 24 2 － － － 531

住 之 江 区 35 5 568 － 22 18 6 － － － 648

住 吉 区 36 7 689 － 30 32 4 － － － 794

東 住 吉 区 27 4 545 － 14 26 2 － － － 616

平 野 区 41 6 784 － 12 56 3 － － － 899

西 成 区 36 1 599 － 14 10 2 － － － 660

計 732 132 9,808 － 584 455 57 － － － 11,711

区 名

職務若しくは業務又は総
務省令で定める用務に
従事する者
（法48条の２第１項第１号
該当者）

（左記以外の）用務又は
事故のためその属する投
票区の区域外に旅行又
は滞在する者
（同第２号該当者）

疾病、負傷、妊娠、老
衰、身体の障害のため
若しくは産褥にあるた
め歩行が困難である者
又は刑事施設、労役
場、監置場、少年院若
しくは婦人補導院に収
容中の者
（同第３号該当者）

国外不在者投票
（法49条第４項該当者）

洋上投票
（法49条第７項該当者）

計

郵便等による不在者投票者
（法49条第2項該当者）

南極投票
（法49条第８項該当者）

交通至難の島その他の
地で総務省令で定める地
域に居住又は滞在する
者
（同第４号該当者）

自己の属する投票区のあ
る市区町村の区域外に
居住する者
（同第５号該当者）


	不在者事由別

